
 

 

  



 

 

 

ごあいさつ 

 

大多喜町では、平成 28 年度から令和 7年度までの 10

年間を計画期間とする「大多喜町第 3 次総合計画」に

基づき、「ひと まち みどり 未来に光り続けるふるさ

と 大多喜」を将来像として、将来にわたって持続可能

なまちづくりを進めてきました。 

その間、人口減少・少子高齢化、地震や集中豪雨、台

風等の自然災害への不安の高まり、新型コロナウイル

ス感染症対策による新しい生活様式の実践やデジタル

化の加速等、社会経済情勢は変化しており、町民ニーズ

や行政に求められる役割も大きく変化しています。 

こうした状況変化を踏まえ、新たな課題に的確に対応し、将来にわたって持続可

能なまちづくりを進めていくため、今後 10 年間の町政運営やまちづくりの基本的

かつ総合的な指針となる「大多喜町第 4次総合計画」を策定いたしました。 

この計画では、本町が進めてきたまちづくりを引き継ぎ、「誰もが住みやすいま

ち」「地域の誇りを持ってつながりがあるまち」「みんなが心も体も元気で健康なま

ち」の 3 つを目指すことを基本理念として掲げています。将来像である「みんなで

つくる 持続可能な住みやすいまち 大多喜」の実現に向けた施策を推進し、誰も

が「住み続けたい・住んでよかった」そして、「住んでみたい」と思える持続可能

な大多喜町の実現を目指します。 

町民の皆様と力を合わせ、将来にわたって持続可能なまちづくりに全力で取り組

んでまいります。引き続き、ご支援とご協力を賜りますようお願いいたします。 

結びに、本計画の策定に当たり、貴重なご意見やご提案をお寄せいただきました

町民の皆様を始め、ご審議にご尽力いただきました大多喜町総合開発審議会委員及

び町議会議員の皆様並びに関係各位のご協力に、心から感謝申し上げます。 

 

 

令和 8 年 3月 

大多喜町長 平林 昇 
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私たちは、豊かな自然と歴史に恵まれた大多喜町の発展と人々の幸せに願いを込

めて、町民憲章を定めます。（平成23年3月8日制定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五か町村の和（輪）が大きな広がりを持ち、五足の星が大きな輝きになるという 

願いを込めた表現がされています。（昭和33年1月15日制定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 自然を守り、郷土を愛し、笑顔あふれるまちをつくります。 

1 健康で楽しく働き、安心安全で活力あふれるまちをつくります。 

1 伝統を尊び、教養を高め、文化の香り高いまちをつくります。 

1 ふれあいと思いやりを大切にし、温かいまちをつくります。 

1 いつも平和を願い、夢と希望のあるまちをつくります。 

【 町 民 憲 章 】 

【 町 章 】 

サクラ 

町の花木 

菜の花 
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Ⅰ  計画策定の趣旨 
 

 

大多喜町では、平成28年度から令和7年度までの10年間を計画期間とする「大多喜町第3次総合計

画」に基づき、「ひと まち みどり 未来に光り続けるふるさと 大多喜」を将来像としてまちづくりを進

めてきました。 

その間、人口減少・少子高齢化、地震や集中豪雨、台風等の自然災害への不安の高まり、新型コロナ

ウイルス感染症対策による新しい生活様式の実践やデジタル化の加速等、社会経済情勢は変化して

おり、町民ニーズや行政に求められる役割も大きく変化しています。 

こうした状況変化を踏まえ、新たな課題に的確に対応し、将来にわたって持続可能なまちづくりを進

めていくことが、行政には求められています。 

そこで、令和7年度をもって終了する第3次総合計画に代わり、令和8年度から令和17年度までの10

年間のまちづくりの指針として、「大多喜町第4次総合計画」を策定します。 
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Ⅱ  計画の構成と期間 
 

 

1 計画の構成 

総合計画は、本町におけるまちづくりの最上位の計画であり、まちづくりに関する施策はすべてこの総

合計画に基づき行われます。 

第4次総合計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」の構成とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 計画の期間 

第4次総合計画の期間は10年間とし、「基本構想」は令和8（2026）年度から令和17（2035）年度まで

の10年間、「基本計画」は基本構想の前期5か年、後期5か年をそれぞれ前期基本計画期間、後期基

本計画期間とします。また、基本計画に基づく実施計画期間を3年間とします。 
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Ⅲ  町の現状 
 

 

1 地勢 

本町は、千葉県房総半島のほぼ中央に位置し、東西約12km、南北約19km、総面積129.87㎢と千

葉県の町村で最も広大な面積を有し、森林が総面積の約7割を占めています。 

水と緑に囲まれた豊かな自然が織りなす四季折々の景観と大多喜城のもとに栄えた城下町として

の歩みを色濃く残す歴史ある町です。 

東京から60km圏、千葉市から47kmの距離にあり、富津市から君津市、養老渓谷を経ていすみ市に

至る国道465号と市原市から本町を経て勝浦市に至る国道297号が町の中心部で交差しているほか、

いすみ鉄道や小湊鉄道が走っています。また、圏央道（首都圏中央連絡自動車道）などの道路網により、

神奈川県・東京都からの交通アクセスも整備されています。さらに、令和8年度には、圏央道の大栄ＪＣ

Ｔ～松尾横芝ＩＣ区間が開通予定となっており、成田空港へのアクセスも向上されます。 
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2 沿革 

本町の歴史は古く、町内には旧石器時代や縄文時代の遺跡をはじめ、多数の文化財があり、天正18

年（1590年）徳川家康の関東入国を契機に徳川四天王の一人、本多忠勝が近世大多喜城を築城し、

以後300年にわたり上総文化の中心地となりましたが、明治4年に大多喜藩は廃藩となり、後に大多喜

県、木更津県、千葉県へと行政圏が移行していきました。明治22年大多喜町、上瀑村、総元村、西畑村

及び老川村が生まれ、昭和29年10月5日これら5か町村が町村合併促進法によって合併し、現在の大

多喜町が誕生しました。 

 

◆主な出来事 

昭和 29 年 大多喜町、上瀑村、総元村、西畑村、老川村が合併し、新生大多喜町誕生 

昭和 34 年 役場新庁舎（現中庁舎）竣工 

昭和 45 年 集中豪雨災害（激甚災害指定） 

昭和 50 年 県立総南博物館（大多喜城）開館、第 1 回お城まつり 

昭和 53 年 メキシコ・クエルナバカ市と姉妹都市締結 

昭和 56 年 大多喜バイパス開通（横山～三又間） 

昭和 63 年 いすみ鉄道第 3 セクターで開業 

平成 2 年 広域常備消防業務開始 

平成 12 年 「たけゆらの里おおたき」道の駅認定 

平成 23 年 町民憲章が定まる 

平成 23 年 役場新庁舎（現本庁舎）竣工 

平成 25 年 圏央道（首都圏中央連絡自動車道）市原鶴舞インターチェンジ供用開始 

平成 25 年 役場中庁舎がユネスコ・バンコクのアジア太平洋文化遺産保全賞を受賞 

平成 25 年 老川小学校（閉校）と西畑小学校が統合し、西小学校となる 

平成 27 年 総元小学校（閉校）と上瀑小学校（閉校）が大多喜小学校に統合 

平成 30 年 西中学校（閉校）が大多喜中学校に統合 

令和 2 年 養老渓谷観光センターリニューアルオープン「山の駅 養老渓谷 喜楽里」 

令和 4 年 大多喜お城の森公園（おたっきーパーク）開園 

令和 7 年 夷隅地域水道事業の統合広域化 
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3 ⼈口推移 

本町の人口は、減少傾向が続いており、令和2年の人口は8,885人となっています。 

人口構成比率をみると、若年層が減少し、高齢者層が増加しています。昭和55年に16.0％であった

65歳以上の人口比率は、令和2年には43.8％に達しており、高齢化が急速に進んでいます。 

 

【人口と世帯の推移】 

 
資料：国勢調査 

 

【3区分人口比率の推移】 

 
資料：国勢調査 
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4 特性 

本町における今後のまちづくりに活かすべき代表的な特性をまとめると次のとおりです。 

 

 

 

 

 

本町は、東京から60㎞圏、県都千葉市から47㎞の距離にあり、国道297号と465号が町

の中心部で交わり、全域に県道、町道が整備され、公共交通機関として町内をいすみ鉄

道や小湊鉄道が走るなど、高い交通拠点性を誇っています。 

圏央道（首都圏中央連絡自動車道）が整備され、広域的交通の利便性が向上しており、

また、開通が予定される圏央道（大栄ＪＣＴ～松尾横芝ＩＣ）により、羽田空港と成田空港

が1時間圏内と交通アクセスが更に向上します。今後も、人・モノ・情報等の交流、企業誘

致といった発展の可能性が高いまちです。 

 

 

 

 

 

 

 

本町は、比較的都心に近いにもかかわらず、森林が町の総面積の約7割を占める緑に

包まれたまちです。町内には夷隅川や養老川が流れ、水辺空間にも恵まれており、特に県

立自然公園に指定された養老渓谷は、景勝地として広く知られています。また、地盤が固

く、津波被害もなく地震に強い地域となっています。 

大多喜町住民意識調査では「自然が豊かで環境が良い」点が住み続けたい理由とし

て上位にあげられており、豊かな自然は住民の郷土愛を育んでいます。 

このようなことから、自然の失われた都市部において本町の自然は、観光客や移住者

を呼び寄せる地域資源となっており、まちににぎわいをもたらしています。 

 

  

豊かな自然に抱かれたまち 

1 広域交通網の整備による発展が期待されるまち 

2 
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本町は、旧石器時代からの歴史があります。また、大多喜城を有し、城下町としての長い

歴史や文化に育まれた「房総でも有数の城下町」です。大多喜町住民意識調査において

「お城まつり」や「大多喜城」は、町の誇りや大切にしたいものとして高く評価されているこ

とに加え、本町独自の貴重な歴史・文化資産を次代に継承するための様々な取組が町

民を中心に展開されています。 

 

 

 

 

 

 

 

本町には、県の夷隅合同庁舎や県立高校、私立中等教育学校、大学といった、周辺の

自治体にはない施設が立地しています。これらの施設や町内の商業施設、工場等には、

町外からも多くの従業者を受け入れており、本町は夷隅地域の中心地としての拠点性を

有しています。 

また、本町は、大多喜城に代表される歴史的な町並み、養老渓谷・温泉郷、道の駅たけ

ゆらの里おおたき、ゴルフ場といった様々な観光資源やレジャー施設、多様な宿泊施設を

有していることから、これらを目的に本町を訪れる人も少なくありません。 

 

 

【大多喜町及び周辺自治体の昼夜間人口比率（令和2年）】 

 
資料：国勢調査 

※昼夜間人口比率は、常住人口（夜間人口）100 人当たりの昼間人口の割合であり、100 を超え

ているときは人口の流入超過、100 を下回っているときは流出超過を示している。  
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本町では、大多喜町住民意識調査において、町への愛着を感じている割合が8割近く

あり、城下町としての長い歴史や豊かな自然環境の下、人情味と郷土愛にあふれた町民

性が息づいています。 

地域住民が幸せに暮らせる社会を実現するため、住民との協働による地域福祉活動、

ボランティア活動、環境保全活動、交流活動なども幅広く展開されています。 

 

 

【大多喜町に対する愛着度】 

 
資料：住民意識調査 

 

 

 

 

 

 

本町は、県内自治体の中では交通事故や犯罪、火災が少ない、安全・安心なまちです。

また、豊かな自然環境を兼ね備え、都市部では得られにくい恵まれた教育環境の中で、

安心してこどもを産み育てられるまちです。 

町内2か所の公立保育園は、令和6年度に自然環境保育認証制度の認証を受けるな

ど、様々な特色ある保育活動が行われています。また、待機児童もなく、延長保育、休日

保育などの保育サービスも充実しています。 

子育て支援として、ファミリーサポートセンター事業や中学生までの給食費無償化、高

校生までの医療費助成を実施しています。 

 

 

  

29.4 48.6 13.9

2.0

6.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

とても愛着を感じている どちらかというと愛着を感じている

あまり愛着を感じていない 愛着を感じていない

不明・無回答

人情味と郷土愛にあふれたまち 5 

安全・安心に子育てができるまち 6 
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Ⅳ  社会潮流からみた大多喜町の分野別課題 
 

 

1 ⼈口減少に伴う社会構造の変化 

日本の総人口は本格的な減少局面を迎えています。大きな要因は長期的な出生数の減少であり、

合計特殊出生率は令和3年から令和5年まで1.30から1.20で推移し、人口維持に必要な人口置換水

準2.07に遠く及びません。一方、日本の平均寿命は男女共に80歳を超えており、世界でも高い水準に

あり、高齢者の割合は急速に増加しています。人口減少、少子高齢化は、社会保障費の増加や労働人

口の減少による経済の縮小、地域活動等の担い手不足、地域コミュニティの衰退など、社会生活にお

ける様々な場面に影響を与えています。 

本町においても、人口減少が進む中、地域資源を活かした活力の創造と持続可能なまちづくりを計

画的に実現するために取組を進めてきました。今後も、合計特殊出生率の向上など、人口減少・少子

高齢化に伴う諸課題の解決を図るため、各種取組を進めていくことが求められます。 

 

 

 

2 社会の変革 

① 環境問題への取組 

地球規模で環境問題が深刻化する中、国においては、再生可能エ

ネルギーなどの新たなエネルギー政策の推進と、それに基づく新た

な温室効果ガスの削減目標、地域間の連携・循環、自然と人間の共

生を重視した新たな政策などが打ち出されています。 

また、脱炭素型のまちづくりなど、持続可能な社会を実現するため

の取組の重要性が一層高まっています。 

本町においても、環境は様々な分野と密接に関連していることか

ら、より快適で、安心して子育てや暮らしができる環境としていくことが

必要です。そのため、住民・事業者・行政が環境パートナーシップのも

とに協働し、自然と共生した環境負荷の少ない脱炭素型のまちづくり

を進めていくことが求められます。 
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② 持続可能な開発目標（SDGs） 

平成27年、持続可能な世界の実現に向けて、令和12年を期限とする「持続可能な開発目標

（SDGs、エスディージーズ）」が国連サミットで採択されました。日本でも国民・政府・自治体・企業・

地域等による主体的な取組が求められています。 

本町においても、SDGsの推進に向けて、現場で

の実践と学びを循環させる取組や、SDGsの理念に

賛同した企業や団体等と協力した取組によって、

様々な課題解決を進めてきました。今後においても

持続可能な地域社会の実現に向け、SDGsの理念

を踏まえた積極的な取組が必要となっています。 

 

 

 

 

3 暮らしの変化 

① 人生 100 年時代の到来 

健康寿命の延伸に伴い、地域や社会で意欲的に活躍する高齢者

が増えています。将来、「高齢者」の概念が見直されることも十分に考

えられます。 

本町においても、高齢者が住み慣れた地域で心身共に健康で自

立的な生活を保持しながら、生きがいを持って暮らせる環境づくりが

必要となっています。また、超高齢社会＊を迎えた中で、持続可能な地

域運営や福祉サービスの提供体制づくりが求められます。 

 

＊超高齢社会：65 歳以上の人口が総人口に占める割合が 21％超の社会のこと。 
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② 新型感染症や自然災害など住民生活リスクの拡大 

新型コロナウイルス感染症の発生は、地域経済と日々の住民生活

に大きな影響を与えました。また、近年、地震や集中豪雨、台風などに

よる自然災害が激甚化しています。住民の日常生活においては、特殊

詐欺手口の巧妙化やＳＮＳにおける誹謗中傷、個人情報の漏えいなど

様々なリスクが拡大しています。 

本町においても、多様化する住民生活における諸課題に対し、住民

の生命、財産を守り、住民が健康に安心して暮らせるよう、住民、事業

者、行政などが、それぞれ主体となり、相互に連携、協力しながら、課

題解決に取り組むことが求められています。 

 

 

 

③ 社会のグローバル化 

近年、情報通信技術の進展や交通手段の発達による移動の容易

化、市場の国際的な開放等により、人・モノ・情報などの国際的な移動

が活性化して、あらゆる分野において国際的な関わり合いがみられる

とともに、各国が相互に依存し、互いに影響を与え合う社会になって

います。こうしたグローバル化の進展により、世界規模での経済競争の

激化や生産拠点の海外への移転、外国人労働者の受け入れ、訪日観

光客の増加、様々な分野での国際交流などが進んでいます。一方で、

地域経済においては、地域外から稼ぐ力を高めていく取組とあわせ

て、中から外へと仕事やお金が流出する構造を転換し、地域内でお

金が回る仕組みや環境を整えていくことが求められています。 

本町では、こうした社会のグローバル化に対して、経済分野では、地

域内の生産・消費を増やす地域経済循環を前提として、町内での起

業や企業立地を支援し、産業の活性化と雇用の創出や訪日観光客の

誘致を進めるとともに、未来を担う若い世代に対しては、日常生活に

おける国際的な理解促進や海外と接点を持つ機会を拡充するなど、

グローバルとローカルの両面を合わせ持った施策展開が求められて

います。 
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4 地方自治の変革 

① DX（デジタル・トランスフォーメーション）の 

推進による行政のデジタル化 

令和２年、国は「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合った

サービスを選ぶことができ、多様な幸せが実現できる社会～誰一人取り

残さない、人に優しいデジタル化～」というビジョンを示しました。 

本町においても、デジタル技術を最大限に活用しながら、まちづくりを

進めることで、業務の効率化や住民の利便性の向上などを図り、持続可

能で活力のある未来社会の実現を目指すことが必要となっています。 

 

 

 

 

② 住民のつながりと地域力の強化 

本町では、自治会加入率は高いですが、住民生活における個

人主義やプライバシー重視の傾向は益々拡大しており、住民の

価値観やライフスタイルの多様化は、より一層進んでいます。こ

れらは、地域における人のつながりや連帯感、支え合いの意識の

希薄化を招き、それらを基盤として成り立つ地域活動や、地域コ

ミュニティの維持を難しくする一つの要因とも考えられています。 

本町においては、住民一人ひとりが、それぞれの多様な働き方

や学び方、暮らし方などを尊重しながら、個人や団体、行政など

との様々なつながりの中で、まちづくりを担う意識を持ち、地域の

課題解決のために自ら参画することが求められています。 
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Ⅴ  町⺠の意向 
 

 

町民の現状における生活意識や、町民が感じている問題点、町の取組への評価などをお伺いする

「大多喜町住民意識調査」を実施しました。 

 

1 調査の実施概要 

① 調査の目的 

本調査は、「大多喜町第4次総合計画」「大多喜町第2次人口ビジョン・第3期総合戦略」の策定に

当たり、まちづくりに対する町民の意見や要望を伺い、計画策定のための基礎資料を得ることで、今

後のまちづくりに役立てることを目的に実施したものです。 

 

② 実施概要 

調 査 地 域：大多喜町全域 

調査対象者：①一般町民 ②中学生・高校生等 

（住民基本台帳より無作為抽出） 

調 査 期 間：令和6年9月20日～10月9日 

調 査 方 法：郵送配付・郵送回収（専用フォームからの回答も可能） 

 

③ 回収結果 

調査種類 配付件数 回収件数 回収率 

一般町民 1,800件 761件 42.3％ 

中学生・高校生等 437件 186件 42.6％ 

合計 2,237件 947件 42.3％ 
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2 町⺠の居住意向 

【一般町民】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中学生・高校生等】 

 
 

 

 

 

 

 

  

42.8 

38.5 

44.3 

35.6 

33.2 

29.9 

16.0 

16.5 

15.6 

2.1 

2.1 

2.9 

3.4 

9.7 

7.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和6年度調査

全体（n=761）

令和元年度調査

全体（n=807）

平成26年度調査

全体（n=771）

これからもずっと住み続けたい どちらかといえば住み続けたい

どちらかといえば住み続けたくない 住み続けたくない

不明・無回答

10.2 

9.2 

12.6 

37.1 

40.8 

37.4 

41.4 

38.8 

41.3 

10.2 

11.3 

6.1 

1.1 

2.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和6年度調査

全体（ｎ＝186）

令和元年度調査

全体（ｎ＝240）

平成26年度調査

全体（ｎ＝358）

これからもずっと住み続けたい どちらかといえば住み続けたい

どちらかといえば住み続けたくない 住み続けたくない

不明・無回答

0.0

住み続けたいと思うかについてみると、「どちらかといえば住み続けたくない」

が41.4％と最も高く、次いで「どちらかといえば住み続けたい」が37.1％となっ

ています。前回調査と比較して、大きな変化はみられません。 

居住意向についてみると、「これからもずっと住み続けたい」が42.8％と最も高

く、次いで「どちらかといえば住み続けたい」が35.6％となっています。前回調

査と比較すると、『住み続けたい』（「これからもずっと住み続けたい」と「どちら

かといえば住み続けたい」の合計）が6.7ポイント増加しています。 
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3 本町の取組の満足度・重要度 

「満足度指数」についてみると、「４．水道施設の整備充実」が0.87と最も高く、次いで「14．小・中学校

における教育内容の充実や施設の充実」が0.51となっています。 

一方、「2．交通の便の充実（鉄道、バス路線の充実等）」が-0.86と最も低く、次いで「33．有害鳥獣対

策の充実」が-0.73となっています。 

「重要度指数」についてみると、「9．保健・医療体制や施設の整備充実」が1.49と最も高く、次いで

「33．有害鳥獣対策の充実」が1.44となっています。 

 

【満足度指数・重要度指数】 

●町の取組の満足度及び重要度について指数化するため、次のとおり回答に重み付けを

行いました。 

●この指数を使い、町の取組について評価・分析を行います。 

 

満足度指数 

・「満足」の回答数 × 2 点 

・「やや満足」の回答数 × 1 点 

・「やや不満」の回答数 × -1 点 

・「不満」の回答数 × -2 点 

 

重要度指数 

・「重要である」の回答数 × 2 点 

・「やや重要」の回答数× 1 点 

・「あまり重要ではない」の回答数 × -1 点 

・「重要ではない」の回答数 × -2 点 

 

満足度指数・重要度指数ともに、 

上限は「2」(満足／重要)、下限は「-2」(不満／重要ではない)となります。 

 

満足度指数・重要度指数の結果については次のページに掲載しています。 

 

  

÷ 「不明・無回答」を除く全体の回答数 

÷ 「不明・無回答」を除く全体の回答数 
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満足度指数・重要度指数 

 

 

 

1 道路の整備（舗装、拡幅、歩道設置、基幹道路の整備促進等） -0.12 1.20

2 交通の便の充実（鉄道、バス路線の充実等） -0.86 1.18

3 安全施設の整備充実（交通安全施設や消防・防災体制の充実） 0.39 1.13

4 水道施設の整備充実 0.87 1.11

5 下水道・排水処理施設の整備 0.32 1.03

6 ごみ処理体制やリサイクル体制の強化及び施設の整備充実 0.50 1.04

7 住民のいこいの場の整備充実（公園、遊歩道等） 0.02 0.42

8 自然保護や河川の浄化、公害防止等の環境保全施策の推進 0.15 0.92

33 有害鳥獣対策の充実 -0.73 1.44

34 一般ごみや産業廃棄物等の不法投棄の監視強化 -0.17 1.18

35 荒廃を防ぎ水源かん養機能を保全する山林の整備 -0.54 1.14

9 保健・医療体制や施設の整備充実 -0.14 1.49

10 高齢者や障がい者等の福祉施策や施設の整備充実 -0.15 1.26

11 子育て支援施策や児童のための施設の整備充実 0.32 1.13

12 生涯学習、芸術・文化振興施策や施設の整備充実 0.22 0.34

13 スポーツ振興施策や施設の整備充実 0.25 0.35

14 小・中学校における教育内容の充実や施設の充実 0.51 1.09

15 青少年の健全育成施策の充実 0.35 0.69

16 女性の社会参画の促進と男女共同参画社会づくりの推進 0.13 0.63

17 若者の定住化促進のための住宅施策 -0.55 1.25

18 結婚問題対策 -0.38 0.97

19 移住者の受入れ施策の推進 -0.16 0.97

20 空家や空農地を活用した移住促進施策 -0.58 1.13

21 農業の振興 -0.38 1.16

22 林業の振興 -0.43 0.88

23 工業の振興 -0.42 0.99

24 商業の振興 -0.44 1.16

25 観光・レクリエーションの開発・振興 -0.30 0.92

26 国際交流や地域間交流の促進・充実 -0.05 0.34

28 中心市街地の整備 -0.12 0.73

29 色彩・デザインなどを考えた景観づくり -0.01 0.21

27 地域情報化の推進 -0.04 0.69

30 周辺市町村と連携した広域的事業の一層の充実 -0.17 0.73

31 地区コミュニティ施設（集会所、広場等）の充実や地域活動の促進 0.12 0.50

32 広報・広聴の充実や町民参加行政の一層の充実 0.18 0.46

平均値 -0.07 0.91Ave.

生活

基盤

健康

・

福祉

教育

・

文化

定住

促進

生活

環境

産業

・

経済

行政経営

・

地域自治

分類 No. 項目 満足度指数 重要度指数 
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【クロス集計】 満足度指数 × 重要度指数 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

満足度が低く、重要度が高い、対策への町民ニーズが大きいとみられる項目としては、「33．有害鳥

獣対策の充実」「2．交通の便の充実」があげられます。 

満足度も重要度も高い、まちの強みともいえる分野としては、「4．水道施設の整備充実」「14．小・中

学校における教育内容の充実や施設の充実」があげられます。  

道路整備

交通の便

交通安全・消防
水道施設

下水道施設 ごみ処理

いこいの場

自然保護

保健・医療体制

福祉施策

子育て支援

生涯学習・

芸術文化振興

スポーツ振興

小・中学校

教育内容・施設

青少年育成

男女共同参画

若者定住化

住宅施策

結婚対策 U・Iターン

空家・

空農地活用
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国際・地域間交流

地域情報化
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景観づくり

市町村連携

コミュニティ施設・地域活動

広報・町民参加

有害鳥獣対策

不法投棄
山林整備
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各象限について 

 満足度が「低く」、重要度が「高い」（左上）    満足度が「高く」、重要度も「高い」（右上）  

 

 

 

 

 満足度が「低く」、重要度も「低い」（左下）    満足度が「高く」、重要度が「低い」（右下）  

 

  

  

現状の満足度が低く、 

今後重要との認識が高い 

➡対策への町民ニーズ「大」 

現状の満足度が高く、 

今後重要との認識も高い 

現状の満足度が低く、 

今後重要との認識も低い 

現状の満足度が高く、 

今後重要との認識は低い 
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4 今後のまちづくりの方向 

 

【一般町民】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

26.9 

12.9 

19.8 

20.9 

37.5 

18.7 

27.3 

2.8 

14.8 

6.4 

2.0 

2.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

自然や環境の保護・保全を優先する

環境保全のまち

農業を中心として発展する農業のまち

企業誘致や地場産業の振興による

工業のまち

地域資源を活用し、観光・レクリエーションや

交流事業を進める観光・交流のまち

人にやさしい保健・医療・福祉の充実した

健康福祉のまち

子育て・教育環境が充実したまち

快適で安全な居住環境の整備を優先する

快適環境のまち

生涯学習活動や芸術・文化・スポーツ活動が

活発なまち

歴史的遺産を大切にし、まちづくりに生かす

歴史のまち

住民が自発的にまちづくりを行う

住民参加のまち

その他

不明・無回答

全体（n=761）

今後どのような特色あるまちづくりをすべきだと考える

かについてみると、「人にやさしい保健・医療・福祉の充

実した健康福祉のまち」が37.5％と最も高く、次いで

「快適で安全な居住環境の整備を優先する快適環境

のまち」が27.3％となっています。 
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【中学生・高校生等】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39.2 

11.3 

16.1 

11.8 

29.0 

29.6 

16.7 

7.5 

18.3 

7.5 

1.6 

0.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

自然や環境の保護・保全を優先する

環境保全のまち

農業を中心として発展する農業のまち

企業を呼んだり、地域の特色を活かした産業が

発展する工業のまち

地域資源を活用し、観光・レクリエーションや

交流事業を進める観光・交流のまち

人にやさしい保健・医療・福祉の充実した

健康福祉のまち

子育て・教育環境が充実したまち

快適で安全な居住環境の整備を優先する

快適環境のまち

生涯学習活動や芸術・文化・スポーツ活動が

活発なまち

歴史的遺産を大切にし、まちづくりに生かす

歴史のまち

住民が自発的にまちづくりを行う

住民参加のまち

その他

不明・無回答

全体（n=186）

今後どのような特色あるまちづくりをすべきだと考える

かについてみると、「自然や環境の保護・保全を優先す

る環境保全のまち」が39.2％と最も高く、次いで「子育

て・教育環境が充実したまち」が29.6％となっています。 


